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募
集
し
ま
す

男
女
共
同
参
画
推
進
協
議
会

の
委
員

児
童
館
ク
リ
ス
マ
ス
会
の

小
学
生
お
手
伝
い

電
子
申
請
サ
ー
ビ
ス
を

始
め
ま
す

ち
ょ
っ
と
お
耳
に

11
月
か
ら
、
町
へ
の
申
請
や
届

出
な
ど
の
一
部
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
パ
ソ
コ
ン
か

ら
も
行
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

対
象
手
続

�
住
民
票
の
写
し
請
求

�
住
民
票
記
載
事
項
証
明
請
求

�
戸
籍
の
附
票
の
写
し
請
求

�
印
鑑
登
録
証
明
書
交
付
申
請

桶
川
北
本
伊
奈
地
区
医
師
会
立

准
看
護
学
校
　
准
看
護
学
生

�
犬
の
新
規
登
録
・
狂
犬
病
予
防

注
射
済
票
交
付
申
請

�
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
交
付
申

請�
狂
犬
病
予
防
注
射
済
票
再
交
付

申
請

�
犬
の
鑑
札
の
再
交
付
申
請

	
犬
の
死
亡
届



犬
の
登
録
事
項
変
更
申
請

�
一
般
家
庭
粗
大
ご
み
収
集
の
申

込�
妊
娠
届


水
道
使
用
開
始
届

�
付
記
転
出
届

�
住
民
税
課
税
・
所
得
・
非
課
税

証
明
交
付
申
請

�
固
定
資
産
評
価
証
明
交
付
申
請

�
納
税
証
明
交
付
申
請

�
給
与
支
払
報
告
・
特
別
徴
収
に

係
る
給
与
所
得
者
異
動
届

�
転
勤
等
に
よ
る
特
別
徴
収
届

�
国
民
健
康
保
険
加
入
・
喪
失
届

�
国
民
健
康
保
険
高
額
療
養
費
支

給
申
請

�
療
養
費
支
給
申
請

�
退
職
被
保
険
者
該
当
届

利
用
上
の
注
意

住
民
票
な
ど
の
交
付
物
は
、
役

場
の
各
担
当
課
の
窓
口
で
受
領
し

て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
�
〜
�
と

�
〜
�
の
手
続
き
に
つ
い
て
は
、

郵
送
で
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

な
お
、
申
請
の
際
に
本
人
確
認

の
た
め
、
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

我
が
家
の
安
全
・
安
心
説
明
会

《
ね
ぇ
み
ん
な
、
こ
の
金
額

に
目
を
留
め
て
！
》

―
埼
玉
県
最
低
賃
金
の
改
正
―

平
成
19
年
版
県
民
手
帳
の
頒
布

労
働
保
険
適
用
促
進
月
間

10
月
１
日
〜
31
日

働
く
人
の

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談

日
時

10
月
18
日
�
14
時
〜

場
所

鴻
巣
市
吹
上
公
民
館
２
階

視
聴
覚
室
（
鴻
巣
市
吹
上
富
士
見

１
―
１
―
25
）

内
容

悪
質
リ
フ
ォ
ー
ム
対
策
、

鴻
巣
駅
東
口
の
整
備
、
木
造
住
宅

耐
震
改
修

都
市
計
画
課

２
４
２
４
ま

た
は
、
県
北
本
県
土
整
備
事
務
所

開
発
建
築
担
当
�
０
４
８
―
５
４

０
―
８
２
０
２

内�

問�

町
で
は
、
男
女
平
等
社
会
を
推

進
す
る
た
め
、
男
女
共
同
参
画
プ

ラ
ン
の
再
検
討
な
ど
を
行
う
「
男

女
共
同
参
画
推
進
協
議
会
」
の
委

員
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

募
集
人
員

２
名

任
期

２
年

応
募
資
格

町
内
に
住
所
を
有
す

る
20
歳
以
上
の
方

応
募
方
法

①
履
歴
書
（
市
販
の

も
の
）
②
応
募
理
由
書
（
400
字
詰

め
原
稿
用
紙
２
枚
以
内
）
を
記
入

し
、
人
権
推
進
課
へ
持
参
ま
た
は

郵
送

締
切

10
月
25
日
�
必
着

人
権
推
進
課

２
２
４
１

内�

問�

児
童
館
で
は
、
12
月
３
日
�
に

開
催
す
る
ク
リ
ス
マ
ス
会
で
、
お

手
伝
い
を
し
て
く
れ
る
小
学
生
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

内
容

ク
リ
ス
マ
ス
会
の
歌
･
踊

り
･
ク
イ
ズ
な
ど
の
お
手
伝
い

対
象

小
学
３
年
生
以
上
で
、
ク

リ
ス
マ
ス
会
と
そ
の
練
習
に
参
加

で
き
る
方

10
月
22
日
�
ま
で
に
児
童
館

申�

に
電
話
ま
た
は
来
館

児
童
館
�
７
２
２
│
９
１
１
３

問�募
集
人
数

35
名

試
験
日

一
次
募
集
11
月
25
日

�
・
合
格
発
表
11
月
28
日
�
、
二

次
募
集
平
成
19
年
２
月
３
日
�
・

合
格
発
表
２
月
６
日
�

願
書
受
付

一
次
募
集
11
月
６
日

�
〜
20
日
�
、
二
次
募
集
平
成
19

年
１
月
15
日
�
〜
29
日
�
※
郵
送

の
場
合
は
、
一
次
・
二
次
と
も
に

各
募
集
最
終
日
の
消
印
有
効

受
験
科
目

国
語
（
現
代
国
語
）、

数
学
、
小
論
文
、
面
接
試
験

願
書
請
求
等
詳
し
く
は
、
同
校

�
０
４
８
―
５
９
２
―
８
９
２
６

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

10
月
18
日
�
か
ら
県
民
手
帳
を

労
働
保
険
は
、「
労
災
保
険
」
と

「
雇
用
保
険
」
の
総
称
で
、
政
府

が
管
掌
し
て
い
る
保
険
制
度
で
す
。

原
則
と
し
て
労
働
者
を
１
人
で

も
雇
用
す
る
事
業
主
は
、
加
入
す

る
手
続
を
行
い
、
労
働
保
険
料
を

納
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ま
だ
加
入
さ
れ
て
い
な
い
事
業

主
の
方
は
、
加
入
の
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

埼
玉
労
働
局
労
働
保
険
徴
収

課
�
６
０
０
―
６
２
０
３

問�

職
場
で
の
人
間
関
係
の
悩
み
や

ス
ト
レ
ス
な
ど
を
、
ひ
と
り
で
抱

え
て
い
ま
せ
ん
か
？

埼
玉
県
中
央
産
業
労
働
セ
ン

タ
ー
で
は
、
働
く
人
の
悩
み
を
解

消
す
る
た
め
に
「
働
く
人
の
メ
ン

タ
ル
ヘ
ル
ス
相
談
」
を
実
施
し
て

い
ま
す
。
ひ
と
り
で
悩
ま
ず
、
専

門
の
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

が
必
要
と
な
る
手
続
き
も
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
願
い
ま
す
。

詳
し
く
は
、「
広
報
い
な
」
11

月
号
に
掲
載
し
ま
す
の
で
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

企
画
課

２
６
１
２

内�

問�

平
成
18
年
10
月
１
日
か
ら
埼
玉

県
最
低
賃
金
は
、
�
時
間
額
６
８

７
円
�
に
改
正
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
特
定
の
産
業
に
つ
い
て

は
、
別
途
産
業
最
低
賃
金
が
適
用

さ
れ
ま
す
。

詳
し
く
は
、
埼
玉
労
働
局
賃
金

室
�
６
０
０
―
６
２
０
５
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

企
画
課
で
頒
布
し
ま
す
。
ご
希
望

の
方
は
、
料
金
を
添
え
て
企
画
課

窓
口
へ
。

料
金

大
型
（
14
×
8.5
㎝
）
５
０

０
円
（
グ
リ
ー
ン
・
グ
レ
イ
ッ

シ
ュ
ブ
ル
ー
の
２
色
あ
り
）

企
画
課

２
２
１
３

内�

問�
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（
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
方
）
に

対
し
て
、
無
料
で
健
康
診
断
を
実

施
し
ま
す
。

受
付
期
間

11
月
１
日
�
〜
17
日

�

埼
玉
労
働
局
労
働
基
準
部
安

全
衛
生
課
�
６
０
０
―
６
２
０
６

問�

あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た

高
齢
者
・
障
害
者
の
た
め
の

悩
み
・
困
り
ご
と
相
談

（
権
利
擁
護
相
談
）

※
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

日
時

毎
週
水
曜
13
時
30
分
〜
16

時
30
分

場
所

埼
玉
県
中
央
産
業
労
働
セ

ン
タ
ー
（
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
）

対
象

勤
労
者
と
そ
の
家
族
、
事

業
主
等

相
談
方
法

面
接
ま
た
は
電
話

（
要
予
約
）

・

同
セ
ン
タ
ー
�
６
４
２

―
６
７
７
１

問�

申�

▽
南
本
区
か
ら
６，

６
４
０
円
、

大
日
本
イ
ン
キ
化
学
工
業
株
式
会

社
埼
玉
工
場
か
ら
１
０
０，

０
０

０
円
、
Ａ
Ｓ
Ａ
朝
日
新
聞
伊
奈
店

（
映
画
会
募
金
）
か
ら
３，

１
０

０
円
、
小
貝
戸
区
か
ら
３
０，

０

０
０
円
を
社
会
福
祉
の
た
め
に
役

立
て
て
ほ
し
い
と
ご
寄
付
が
あ
り

ま
し
た
。
社
会
福
祉
協
議
会
で
有

効
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

石
綿
業
務
に
従
事
し
た

離
職
者
に
対
す
る

特
別
健
康
診
断

平
成
18
年
度

危
険
物
取
扱
者
試
験

厚
生
労
働
省
で
は
、
過
去
に
石

綿
を
製
造
、
ま
た
は
取
り
扱
う
作

業
に
従
事
し
、
事
業
場
の
廃
業
等

何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
石
綿
健
康

診
断
を
受
診
で
き
な
い
退
職
者

期
日

11
月
26
日
�

場
所

東
京
国
際
大
学
（
川
越
市
）

種
類

甲
種
・
乙
種
（
全
類
）
・

丙
種

願
書
受
付

10
月
24
日
�
〜
11
月

２
日
�
（
締
切
日
の
消
印
有
効
）

受
付
方
法

受
付
期
間
中
に
	
消

防
試
験
研
究
セ
ン
タ
ー
埼
玉
県
支

部
（
さ
い
た
ま
市
）
へ
願
書
を
直

接
持
参
ま
た
は
郵
送

※
受
験
案
内
、
願
書
は
消
防
本
部

で
配
布
し
ま
す
。

消
防
本
部
�
７
２
２
―
８
１

１
１

問�

社
会
福
祉
法
人
埼
玉
県
社
会
福

祉
協
議
会
権
利
擁
護
セ
ン
タ
ー
で

は
、
高
齢
者
や
障
害
者
、
そ
の
家

族
の
方
か
ら
の
日
常
生
活
に
関
す

る
、
さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
や
困
り
ご

と
に
対
し
て
、
専
任
の
相
談
員
や

弁
護
士
お
よ
び
、
司
法
書
士
、
社

会
保
険
労
務
士
が
相
談
を
お
受
け

し
て
い
ま
す
（
相
談
は
、
電
話
・

来
所
・
必
要
に
よ
り
訪
問
に
て
お

受
け
し
て
い
ま
す
）。
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
日
時

月
曜
〜
土
曜
９
時
〜

16
時
（
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
）

※
法
律
相
談
（
予
約
制
）
は
、
水
・

金
曜
13
時
〜
16
時

※
年
金
相
談
は
、
第
１
・
３
・
５

水
曜
10
時
〜
16
時

電
話

８
２
２
―
１
２
０
４

Ｆ
Ａ
Ｘ

８
２
２
―
１
４
０
６

Ｅ
‐
ｍ
ａ
ｉ
ｌ

s
o
u
d
a
n
@

fukushi-saitam
a.or.jp

場
所

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
針
ヶ

谷
４
―
２
―
65
彩
の
国
す
こ
や
か

プ
ラ
ザ
内
（
最
寄
り
駅
Ｊ
Ｒ
京
浜

東
北
線
与
野
駅
）

主
な
相
談

①
日
常
生
活
全
般
②

成
年
後
見
制
度
③
相
続
、
遺
言
④

財
産
の
管
理
⑤
年
金
や
保
険
⑥
消

費
・
契
約
上
の
問
題

費
用

無
料

詳
し
く
は
、
左
記
の
同
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
（
相
談
窓
口

情
報
ペ
ー
ジ
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

h
ttp
://w

w
w
.fu
k
u
sh
i-saita-

m
a.or.jp

/saitam
a
0
6 /n
ay
a-

m
i.htm

各種無料相談�各種無料相談�各種無料相談�
●町長相談 企画課 2214

ところ／役場２階町長公室
町政全般について、町長が直接相談に応じます。
※事前の電話予約が必要です。
●暴力団被害相談 生活安全課 2282

と　き／10日（第２火曜）13：00～16：00

ところ／役場２階第８会議室
上尾警察署員が暴力団員等による不当な行為で
困っている方の相談に応じます。
※事前の電話予約が必要です。
●行政相談 住民相談室 2191

と　き／17日（第３火曜）10：00～12：00

ところ／役場１階第10会議室
行政相談委員が、国・県・町の行政に関する要望
や苦情などの相談に応じます。
●事業とくらしの相談 住民相談室 2191

と　き／18日（第３水曜）13：00～16：00

ところ／役場１階第10会議室
行政書士が会社設立、農地転用、開発許可、相続
等の手続きの相談に応じます。
●法律相談 住民相談室 2191

と　き／20日（第３金曜）13：00～15：00

受　付／12：00～14：30受付順
ところ／役場１階第10会議室
弁護士が、契約、相続、交通事故の損害賠償、訴
訟の手続きなどの相談に応じます。
●住宅リフォーム相談 住民相談室 2191

ところ／役場１階第10会議室
建築設計士が住宅リフォーム対策についての相談
に応じます。
※事前の電話予約が必要です。
●消費生活相談 産業振興課 2234

と　き／５・12・19・26日� 10：00～15：00

ところ／役場２階第８会議室
消費生活専門相談員が消費者契約トラブル等の相
談に応じます。
●女性相談 人権推進課 2241

と　き／11日（第２水曜）10：00～12：00

ところ／役場２階第８会議室
女性相談員が、女性のための相談に応じます。

●児童相談 福祉課 2129

と　き／24日� 10：00～15：00

ところ／総合センター内児童館
相談員が、子どものしつけや生活についての相談
に応じます。

●結婚相談 社会福祉協議会�722-9990
と　き／15日� 9：30～11：30

ところ／ふれあい福祉センター相談室兼点訳室
相談員が結婚を希望する方の相談に応じます。
●心配ごと相談 社会福祉協議会�722-9990
と　き／11・25日（第２・第４水曜）9：00～12：00

ところ／ふれあい福祉センター相談室
民生委員・児童委員が、生活上の迷い、困りごとの
相談に応じます。
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